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(57)【要約】
【課題】製品のコストダウンを図ることができるフラッ
トディスプレイ装置を提供する。
【解決手段】フラットディスプレイパネルの表示側表面
に透明粘着剤によって貼り付けられ、電磁波遮断層が赤
外線吸収および色調補正層よりもフラットディスプレイ
側から積層されて形成された光学フィルタにおいて、電
磁波遮断層の外縁部分を赤外線吸収および色調補正層か
ら露出させ、この露出された部分をアース接続部として
構成する。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フラットディスプレイパネルと、前記フラットディスプレイパネルの表示側表面に透明
粘着剤によって貼り付けられ、電磁波遮断層が赤外線吸収および色調補正層よりも前記フ
ラットディスプレイパネル側に積層されて形成された光学フィルタとを備えたフラットデ
ィスプレイ装置において、
　前記光学フィルタの前記電磁波遮断層の外縁部分を前記赤外線吸収および色調補正層か
ら露出させ、この露出させた部分をアース接続部としたことを特徴とするフラットディス
プレイ装置。
【請求項２】
　前記透明粘着材の屈折率が、１．４～１．６である請求項１に記載のフラットディスプ
レイ装置。
【請求項３】
　前記フラットディスプレイパネルに貼り付けられた前記光学フィルタの厚さが、前記透
明粘着材の厚さと合わせて０．５ｍｍ以上である請求項１に記載のフラットディスプレイ
装置。
【請求項４】
　前記光学フィルタは、さらに外光反射防止層を備え、前記電磁波遮断層，前記赤外線吸
収および色調補正層，前記外光反射防止層の順に積層されている請求項１に記載のフラッ
トディスプレイ装置。
【請求項５】
　前記電磁波遮断層の面積が前記赤外線吸収および色調補正層と前記外光反射防止層の面
積よりも大きくなるように形成されることによって、前記電磁波遮断層の外縁部分を露出
させている請求項４に記載のフラットディスプレイ装置。
【請求項６】
　前記赤外線吸収および色調補正層と前記外光反射防止層の外縁部に切り欠き部が形成さ
れて、この切り欠き部内において前記電磁波遮断層を露出させている請求項４に記載のフ
ラットディスプレイ装置。
【請求項７】
　前記アース接続部に黒色の被膜を形成し、かつ前記アース接続部を前記フラットディス
プレイパネルの外縁部の非表示エリアに設けた請求項１に記載のフラットディスプレイ装
置。
【請求項８】
　前記黒色の被膜に、位置合わせ用マークが形成されている請求項７に記載のフラットデ
ィスプレイ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、フラットディスプレイ装置の構成に関する。
【背景技術】
【０００２】
　フラットディスプレイ装置は、プラズマディスプレイパネル（ＰＤＰ）やフィールドエ
ミッションディスプレイパネル（ＦＥＤ）などの薄型平面ディスプレイパネルを備えてい
る。
【０００３】
　例えば、ＰＤＰは、一対の前面基板と背面基板が互いに平行に対向するように配置され
て、その間の放電空間の周囲が封止された構造になっている。
【０００４】
　そして、反射型の交流型ＰＤＰは、前面基板の内面に面放電（表示放電）を行う複数の
行電極対とこの行電極対を被覆する誘電体層が形成され、背面基板の前面基板に対向する
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内面側に、行電極対と直交する方向に配列されて行電極対の一方の行電極との間で選択放
電を行う列電極とこの列電極を被覆する列電極保護層とが形成されており、この前面基板
と背面基板の間に、放電空間を放電セル毎に区画する隔壁が形成されて、各放電セル内に
、それぞれ赤，緑，青の三原色に色分けされた蛍光体層が順に並ぶように形成された構成
を備えている。
【０００５】
　図１は、上記のようなＰＤＰ等のフラットディスプレイパネルが取り付けられた従来の
フラットディスプレイ装置を示す側断面図である。
【０００６】
　この従来のディスプレイ装置は、リヤケース１の前側に取り付けられているシャーシ２
の前面側（図において上側）に、フラットディスプレイパネル３が粘着シート４によって
固定されている。
【０００７】
　そして、シャーシ２の前面側周縁部にフラットディスプレイパネル３を囲むように取り
付けられているフレーム５の前端部に、内フランジ部５Ａが形成されており、この内フラ
ンジ部５Ａの前面側にガスケット６を挟んで前面フィルタ（パネル保護板）７が取り付け
られていて、金具８によって固定されている。
【０００８】
　９は、ディスプレイ装置のフロントケースである。
【０００９】
　図２は、上記ディスプレイ装置の前面フィルタ（パネル保護板）７の構成を概略的に示
す側面図である。
【００１０】
　この図２において、前面フィルタ（パネル保護板）７は、ガラス基板７Ａ上に形成され
た電磁波遮断層（導電性メッシュ）７Ｂと、この電磁波遮断層７Ｂ上に形成された反射防
止層７Ｃと、ガラス基板７Ａの背面側に形成された赤外線吸収・色調補正層７Ｄとによっ
て構成されている（例えば、特許文献１参照）。
【００１１】
　上記のような従来のフラットディスプレイ装置は、そのフラットディスプレイパネルの
前方側に配置された前面フィルタ（パネル保護板）が、ガラス基板上に外光反射防止用の
フィルムやフラットディスプレイパネルから発生する電磁波および赤外線を遮断するフィ
ルムが貼り付けられることによって構成されているために、非常に高価であり、このため
に、フラットディスプレイ装置の製品価格が上昇してしまうという問題を有している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開平１１－２１９１２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　この発明は、上記のような従来のフラットディスプレイ装置が有している問題点を解決
することをその解決課題の一つとしている。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　この発明（請求項１に記載の発明）によるフラットディスプレイ装置は、フラットディ
スプレイパネルと、前記フラットディスプレイパネルの表示側表面に透明粘着剤によって
貼り付けられ、電磁波遮断層が赤外線吸収および色調補正層よりも前記フラットディスプ
レイパネル側に積層されて形成された光学フィルタとを備えたフラットディスプレイ装置
において、前記光学フィルタの前記電磁波遮断層の外縁部分を前記赤外線吸収および色調
補正層から露出させ、この露出させた部分をアース接続部としたことを特徴とする。
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【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】従来のフラットディスプレイ装置の構成を示す側断面図である。
【図２】従来の前面フィルタの構成を示す概略側面図である。
【図３】この発明の実施形態における一例を示す側断面図である。
【図４】同例における光学フィルタの構成を示す概略側面図である。
【図５】同例における光学フィルタの平面図である。
【図６】光学フィルタの他の例を示す平面図である。
【図７】光学フィルタのさらに他の例を示す平面図である。
【図８】光学フィルタのさらに他の例を示す平面図である。
【図９】同光学フィルタの側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　この発明によるフラットディスプレイ装置は、フラットディスプレイパネルを備えたフ
ラットディスプレイ装置において、前記フラットディスプレイパネルの表示側表面に、保
護シートが貼り付けられているフラットディスプレイ装置をその最良の実施形態としてい
るものである。
【００１７】
　この実施形態におけるフラットディスプレイ装置は、保護シートがフラットディスプレ
イパネルの表示面に一体となるように貼り付けられていることによって、従来のようにフ
ラットディスプレイパネルの表示面を保護するための保護パネルをフラットディスプレイ
パネルとは別個に設ける必要がなくなるので、部品点数の減少およびフラットディスプレ
イパネルの支持構造の簡略化が可能になり、これによって、製品の低廉化を図ることが出
来るようになる。
【００１８】
［実施例１］
　図３は、この発明によるフラットディスプレイ装置の実施形態における第１実施例を示
す側断面図である。
【００１９】
　なお、この図３において、図１の従来の装置と同様の構造部分については、図１のもの
と同一の符号が付されている。
【００２０】
　この例におけるフラットディスプレイ装置は、フラットディスプレイパネル３が、放熱
と取り付け時のひずみを吸収する硬度３０°以下の発泡ゴムなどの発泡材によって形成さ
れた弾性シート１４を介して、シャーシ２上に支持されており、このフラットディスプレ
イパネル３の表示側の面上に、光学フィルタ１７が保護シートとして貼着されている。
【００２１】
　この光学フィルタ１７は、図４に概略的に示されるように、電磁波遮断シート１７Ａの
上に赤外線吸収・色調補正シート１７Ｂが積層され、この赤外線吸収・色調補正シート１
７Ｂの上に外光反射防止シート１７Ｃがさらに積層された構成になっている。
【００２２】
　この赤外線吸収・色調補正シート１７Ｂおよび外光反射防止シート１７Ｃの縦横の寸法
は、電磁波遮断シート１７Ａのものよりも一回り小さくなっており、図５に示されるよう
に、電磁波遮断シート１７Ａの周縁部が、赤外線吸収・色調補正シート１７Ｂおよび外光
反射防止シート１７Ｃの外縁部から外側に張り出して、この電磁波遮断シート１７Ａの金
属パターン層が露出されることにより、後述するようなアース接続部を構成するようにな
っている。
【００２３】
　そして、この光学フィルタ１７は、フィルタ貼り合わせ用粘着材１８によって、その電
磁波遮断シート１７Ａ側を貼着されることにより、フラットディスプレイパネル３上に直
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貼りされている。
【００２４】
　この光学フィルタ１７をフラットディスプレイパネル３上に貼り合わせるフィルタ貼り
合わせ用粘着材１８は、透明なアクリルまたはシリコン系の材料で、光学フィルタ１７ま
たはフラットディスプレイパネル３の表示面を構成する基板（ＰＤＰの場合には前面ガラ
ス基板）の一方または両方のそれぞれの屈折率に対する差が０．２以下の屈折率、例えば
１．４～１．６の屈折率を備えている。
【００２５】
　さらに、このフィルタ貼り合わせ用粘着材１８には、その粘着力が垂直剥離で３ｋｇｆ
／ｉｎｃｈ以下のものが使用される。
【００２６】
　さらに、この光学フィルタ１７の厚さは、フィルタ貼り合わせ用粘着材１８の厚さを加
えて、０．５ｍｍ以上になるように設定されている。
【００２７】
　上記のようにして、表示側の面に光学フィルタ１７が貼着されたフラットディスプレイ
パネル３は、シャーシ２の前面側周縁部に取り付けられたフレーム１５の前端の内フラン
ジ部１５Ａによって、光学フィルタ１７の電磁波遮断シート１７Ａが露出されている部分
に当接された導電性のガスケット１６が挟み込まれることにより、シャーシ２に対して挟
持されている。
【００２８】
　なお、ガスケットの代わりに、ばね部材を用いても良い。
【００２９】
　９は、ディスプレイ装置のフロントケースである。
【００３０】
　上記フラットディスプレイ装置は、光学フィルタ１７がフラットディスプレイパネル３
の表示面に一体となるように貼り付けられていることによって、従来のようにフラットデ
ィスプレイパネル３の表示面を保護するための保護パネルをフラットディスプレイパネル
３とは別個に設ける必要がなくなり、部品点数の減少およびフラットディスプレイパネル
３の支持構造の簡略化によって、製品の低廉化を図ることが出来るようになる。
【００３１】
　そして、このフラットディスプレイ装置は、光学フィルタ１７がフラットディスプレイ
パネル３の表示面に直接貼り付けられ、この光学フィルタ１７を貼り付けるためのフィル
タ貼り合わせ用粘着材１８の屈折率が、光学フィルタ１７またはフラットディスプレイパ
ネル３の表示面を構成する基板の屈折率に対する差が０．２以下、例えばフラットディス
プレイパネル３を構成するガラス基板の屈折率とほぼ同じ１．４～１．６に設定されてい
ることによって、従来のディスプレイ装置においてフラットディスプレイパネルと保護パ
ネルとの間に空気層が形成されることによって発生するフラットディスプレイパネル３か
らの発光の反射（約８パーセント）が無くなり、輝度の向上および非発光部への反射光の
照り返しによるコントラストの悪化を防ぐことが出来るようになる。
【００３２】
　すなわち、フラットディスプレイパネルと保護パネルとの間に空気層が形成される従来
のディスプレイ装置では、一般に、この空気層に面するフラットディスプレイパネルと保
護パネルのそれぞれの界面によって、フラットディスプレイパネルで発生する光のうち約
８パーセント強の光が反射されてパネル内に戻るが、この戻り光は、乱反射光であるため
に、パネルの発光部に隣接する非発光部も照らしてしまう虞がある。
【００３３】
　特に、ＰＤＰにおいては、パネル内に蛍光体層が形成されており、この蛍光体層の反射
率が約３０パーセント程度であるために、戻り光（フラットディスプレイパネルまたは保
護パネルの界面からの反射光）が蛍光体層によって反射されることによって、非発光部に
おいても発光が行われているように見えてしまい、発光部の輪郭がぼけてしまうことによ
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って、表示される画像の精鋭感が失われてしまう虞がある。
【００３４】
　また、近年、フラットディスプレイパネルにおいては、黒輝度を低減させる試みが成さ
れてきているが、上記のような戻り光の反射による影響によって、この黒輝度の低減効果
が減少されてしまう虞がある。
【００３５】
　上記フラットディスプレイ装置は、フラットディスプレイパネル３と光学フィルタ１７
の界面が、このフラットディスプレイパネル３と光学フィルタ１７の屈折率に対する差が
０．２以下の屈折率を有するフィルタ貼り合わせ用粘着材１８によって貼り合わされてい
ることにより、この界面における反射が抑制されて、画像の精鋭感が失われるのが防止さ
れ、さらに、黒輝度の低減化が図られているフラットディスプレイパネルについても、そ
の黒輝度の低減効果が減じられるのが防止される。
【００３６】
　このような画像の精鋭感の低減防止効果および黒輝度の低減率の減少防止効果は、フラ
ットディスプレイパネル３がＰＤＰである場合には、画像形成のための発光を行う表示放
電以外の放電（例えば、表示に直接関係しないリセット放電やプライミング放電，アドレ
ス放電等の予備放電）による輝度が１ｃｄ／ｍ２以下となるように、１回の放電強度を弱
めたり放電回数を減少させたりする等の放電の駆動制御を行うことにより、さらに増大さ
れる。
【００３７】
　さらに、上記フラットディスプレイ装置は、フィルタ貼り合わせ用粘着材１８に、アク
リルまたはシリコン系でその粘着力が垂直剥離で３ｋｇｆ／ｉｎｃｈ以下の材料が使用さ
れることにより、補修時にフラットディスプレイパネル３や光学フィルタ１７の基材を破
損することなく、剥離させることが可能になる。
【００３８】
　さらに、この光学フィルタ１７の厚さを、フィルタ貼り合わせ用粘着材１８の厚さと加
えて、０．５ｍｍ以上になるように設定されることによって、外部からの衝撃に対する緩
衝性を保持することが出来るようになるとともに、フラットディスプレイパネルの割れを
防止することが出来るようになる。
【００３９】
　さらに、光学フィルタ１７が、その電磁波遮断シート１７Ａがフラットディスプレイパ
ネル３側になるように貼り付けられることによって、熱や光に対して劣化し易い色素を含
む赤外線吸収・色調補正シート１７Ｂとフラットディスプレイパネル３との間に比較的安
定したシールド部材が介在されることになり、これによって、赤外線吸収・色調補正シー
ト１７Ｂに対するフラットディスプレイパネル３からの熱および光の影響を緩和すること
が出来るようになる。
【００４０】
　なお、透過率を低下させる構成部材を電磁波遮断シート１７Ａとフラットディスプレイ
パネル３の間に設けることによって、電磁波遮断シート１７Ａの黒化むら等の外観の基準
を緩和することが出来るようになる。
【００４１】
　また、光学フィルタ１７の電磁波遮断シート１７Ａが、その上に形成された赤外線吸収
・色調補正シート１７Ｂや外光反射防止シート１７Ｃよりも一回り大きく形成されて、そ
の外周縁部が赤外線吸収・色調補正シート１７Ｂや外光反射防止シート１７Ｃの外周から
張り出されていることにより、この電磁波遮断シート１７Ａを容易にアース接続すること
が出来るようになる。
【００４２】
　また、上記フラットディスプレイ装置は、フラットディスプレイパネル３をシャーシ２
上に支持する弾性シート１４として、硬度が３０°以下の発泡材が使用されることにより
、外部からの衝撃力を吸収して緩和することができるようになる。
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【００４３】
　また、上記フラットディスプレイ装置は、フラットディスプレイパネル３をシャーシ２
上に固定するのに、従来のように粘着シートを用いずに、フレーム１５とシャーシ２との
間で導電性のガスケット１６を介して挟持するようにしたことにより、従来のようにフラ
ットディスプレイパネル３を粘着シートによって固定した場合と比べて、フラットディス
プレイパネルの交換やリサイクルが容易になる。
【００４４】
　そして、光学フィルタ１７の外縁部に形成されたアース接続部を導電性のガスケット１
６を介して挟持しているので、フレーム１５によるパネル固定と光学フィルタ１７との電
気的接続を同時に行うことができ、これによって、部品点数の減少による製品の低廉化を
図ることが可能になる。
【００４５】
　なお、上記の例において、光学フィルタにおける電磁波遮断シートと赤外線吸収・色調
補正シート，外光反射防止シートの積層順は、図４の例に限らず、例えば、赤外線吸収・
色調補正シート上に電磁波遮断シート，外光反射防止シートが順に積層された構成であっ
てもよい。
【００４６】
　また、図３の例では、パネル３が、フレーム１５とシャーシ２との間でガスケット１６
を介して挟持されてシャーシ２に固定される構造になっているが、弾性シート１４を構成
する発泡材の両面に粘着層を設けて、この粘着層によりパネルがシャーシに固定されるよ
うに構成してもよい。
【００４７】
［実施例２］
　図６は、この発明の実施形態の第２実施例における光学フィルタの構成例を示す平面図
である。
【００４８】
　この例における光学フィルタ２７は、電磁波遮断シート２７Ａの縦方向の幅が赤外線吸
収・色調補正シート２７Ｂおよび外光反射防止シート２７Ｃの縦方向の幅よりも大きくな
っていて、その上側および下側の縁部が赤外線吸収・色調補正シート２７Ｂおよび外光反
射防止シート２７Ｃよりもそれぞれ外側に張り出されているが、横方向の幅は赤外線吸収
・色調補正シート２７Ｂおよび外光反射防止シート２７Ｃの横方向の幅と同じ大きさにな
っている。
【００４９】
　そして、赤外線吸収・色調補正シート２７Ｂおよび外光反射防止シート２７Ｃの左右の
側縁部の中央の同じ位置に、切り欠き２７Ｂａ，２７Ｃａが形成されていて、この切り欠
き２７Ｂａ，２７Ｃａ内に電磁波遮断シート２７Ａの縁部がそれぞれ露出されている。
【００５０】
　この光学フィルタ２７は、電磁波遮断シート２７Ａの上下に張り出している縁部分ａ１
、および、切り欠き２７Ｂａ，２７Ｃａ内に露出している部分ｂ１において、アース接続
が行われる。
【００５１】
　フラットディスプレイ装置の光学フィルタ２７を、上記のような構成にすることによっ
て、図６に波線で示されるように、何れも帯状に成形されてロール状に巻回された電磁波
遮断シート２７Ａと赤外線吸収・色調補正シート２７Ｂおよび外光反射防止シート２７Ｃ
とを、互いに帯状のままで積層することによって製造することが可能になり（このとき、
帯状の赤外線吸収・色調補正シート２７Ｂおよび外光反射防止シート２７Ｃには、あらか
じめ切り欠き２７Ｂａ，２７Ｃａを形成するための抜き穴加工が施されている）、これに
よって、光学フィルタ２７の製造コストを大幅にダウンさせることが出来るようになる。
【００５２】
　なお、この例においては、切り欠き２７Ｂａ，２７Ｃａが、赤外線吸収・色調補正シー



(8) JP 2010-9066 A 2010.1.14

10

20

30

40

50

ト２７Ｂおよび外光反射防止シート２７Ｃの上縁部と下縁部のそれぞれにおいて二箇所ず
つに形成されているが、この切り欠きＢａ，２７Ｃａは、それぞれ一箇所ずつに形成して
もよく、または、それぞれ三箇所以上に形成するようにしてもよい。
【００５３】
［実施例３］］
　図７は、この発明の実施形態の第３実施例における光学フィルタの構成例を示す平面図
である。
【００５４】
　この例における光学フィルタ３７は、電磁波遮断シート３７Ａの縦方向の幅は赤外線吸
収・色調補正シート３７Ｂおよび外光反射防止シート３７Ｃの縦方向の幅と同じ大きさに
なっているが、横方向の幅が赤外線吸収・色調補正シート３７Ｂおよび外光反射防止シー
ト３７Ｃの横方向の幅よりも小さくなるように設定されていて、その右側および左側の縁
部が赤外線吸収・色調補正シート３７Ｂおよび外光反射防止シート３７Ｃよりもそれぞれ
外側に張り出している。
【００５５】
　そして、赤外線吸収・色調補正シート３７Ｂおよび外光反射防止シート３７Ｃの上側お
よび下側の縁部に、それぞれ切り欠き３７Ｂａと３７Ｃａが形成されていて、この切り欠
き３７Ｂａ，３７Ｃａ内に電磁波遮断シート３７Ａの縁部がそれぞれ露出されている。
【００５６】
　なお、この例においては、切り欠き３７Ｂａ，３７Ｃａが、赤外線吸収・色調補正シー
ト３７Ｂおよび外光反射防止シート３７Ｃの上縁部と下縁部のそれぞれにおいて二箇所ず
つに形成されているが、この切り欠き３７Ｂａ，３７Ｃａは、それぞれ一箇所ずつに形成
してもよく、または、それぞれの三箇所以上に形成するようにしてもよい。
【００５７】
　この光学フィルタ３７は、電磁波遮断シート３７Ａの切り欠き３７Ｂａ，３７Ｃａ内に
露出している部分ａ２、および、左右に張り出している縁部分ｂ２において、アース接続
が行われる。
【００５８】
［実施例４］］
　図８および９は、この発明の実施形態の第４実施例における光学フィルタの構成例を示
す平面図である。
【００５９】
　この例における光学フィルタ４７は、前述した第１実施例における光学フィルタ１７の
場合と同様に、赤外線吸収・色調補正シート４７Ｂおよび外光反射防止シート４７Ｃの縦
横の寸法が、電磁波遮断シート４７Ａのものよりも一回り小さくなっていて、電磁波遮断
シート４７Ａの周縁部が、赤外線吸収・色調補正シート４７Ｂおよび外光反射防止シート
４７Ｃの外縁部から外側に張り出すことにより、この電磁波遮断シート４７Ａの金属パタ
ーン層が露出してアース接続部ｓを形成するように構成されている。
【００６０】
　さらに、この光学フィルタ４７の電磁波遮断シート４７Ａの表面には、黒色金属膜また
は黒化処理が施された被膜４７Ｄが形成されていて、電磁波遮断シート４７Ａの外周縁部
に形成されるアース接続部ｓが、所謂べた電極になるように構成されている。
【００６１】
　そして、このアース接続部ｓの任意の箇所に偶数個（この例においては、光学フィルタ
４７の下縁部の両側位置に二個）のフラットディスプレイパネルと貼り合わせる際の位置
合せ用マークＭが形成されている。
【００６２】
　なお、この位置合せ用マークＭは、例えば、電磁波遮断シート４７Ａを丸形や十字形に
抜き加工することにより形成される。
【００６３】
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　この例における光学フィルタ４７は、電磁波遮断シート４７Ａ上に黒色の被膜４７Ｄが
形成されていることによって、電磁波遮断シート４７Ａからの外光の反射を抑制すること
ができ、これによって、表示される画像のコントラストの改善を図ることが出来るように
なる。
【００６４】
　さらに、上記光学フィルタ４７に位置合せ用マークＭが設けられていることによって、
製造工程において、画像処理等の手法によってこの光学フィルタ４７をフラットディスプ
レイパネルに貼り合わせる際の位置決めを、容易にかつ正確に行うことが出来るようにな
る。
【符号の説明】
【００６５】
　２　　　　　 …シャーシ（シャーシ部材）
　３　　　　　 …フラットディスプレイパネル
　１４　　　　 …弾性シート（発泡材）
　１５　　　　 …フレーム（サイドフレーム部材）
　１５Ａ　　 　…内フランジ部
　１６　　　　 …ガスケット
　１７，２７，３７，４７  …光学フィルタ（保護シート）
　１７Ａ，２７Ａ，３７Ａ，４７Ａ…電磁波遮断シート（電磁波遮断層）
　１７Ｂ，２７Ｂ，３７Ｂ，４７Ｂ…赤外線吸収・色調補正シート（赤外線吸収および色
調補正層）
　１７Ｃ，２７Ｃ，３７Ｃ，４７Ｃ…外光反射防止シート（外光反射防止層）
　１８　　　　 …フィルタ貼り合わせ用粘着材（透明粘着材）
　２７Ｂａ，３７Ｂａ，２７Ｃａ，３７Ｃａ…切り欠き（切り欠き部）
　４７Ｄ　　　 …黒色金属膜または黒化処理が施された被膜（黒色の被膜）
　ｓ　　　　　 …アース接続部
　Ｍ　　　　　 …位置合わせ用マーク
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